
７
月
は
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
強

調
月
間
で
す�

�
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は
、

犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人

た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
力
を
あ
わ
せ
て
犯

罪
や
非
行
の
な
い
社
会
を
築
こ
う
と
す

る
全
国
的
な
運
動
で
、
今
年
で
64
回
目

を
迎
え
ま
す
。
立
ち
直
り
の
支
援
に

は
、
一
部
の
人
た
ち
だ
け
で
な
く
、
地

域
社
会
の
一
人
ひ
と
り
の
理
解
と
協
力

が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
支
援
の
輪
の

拡
大
を
目
指
す
も
の
で
す
。

山
武
市
で
は
７
月
の
１
カ
月
間
、
保

護
司
会
や
更
生
保
護
女
性
会
な
ど
に
よ

る
市
内
で
の
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま

す
。

問　
社
会
福
祉
課�

☎
(80)
２
６
１
２

第
３
回
「
オ
ス
ト
メ
イ
ト
社
会
適
応

訓
練
講
習
会
」
を
開
催
し
ま
す

日　
時　
７
月
12
日
㈯　
正
午
～
午
後

４
時

場　
所　
茂
原
市
役
所
茂
原
市
民
室

内　
容　
①
補
装
具
展
示
相
談
（
正
午

～
午
後
１
時
）
②
講
演
・
情
報
交
換

会
（
午
後
１
～
４
時
）

講
演
・
講
師　
「
最
近
の
直
腸
手
術
の
動

向　
よ
り
快
適
な
生
活
を
目
指
し
て
」

千
葉
県
が
ん
セ
ン
タ
ー
消
化
器
外
科

臨
床
検
査
部
長　
瀧
口
伸
浩
先
生

「
ス
ト
ー
マ
装
具
の
交
換
に
つ
い
て

（
よ
り
安
全
に
介
助
者
と
協
働
す
る
に
は
）」

千
葉
県
循
環
器
病
セ
ン
タ
ー
皮
膚
・

排
泄
ケ
ア
認
定
看
護
師　
鈴
木
由
加

先
生

問　
（
公
社
）
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会

千
葉
県
支
部

☎
０
４
３
（
３
０
９
）
７
５
７
１

子
育
て・教
育

子
ど
も
医
療
費
の
助
成
対
象
を
拡
大

し
ま
す

子
ど
も
医
療
費
が
、
平
成
26
年
８
月

診
療
分
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま
で
の
通

院
・
調
剤
医
療
費
に
つ
い
て
も
助
成
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
８
月
１
日
か
ら
新
制
度
と
し

て
、
高
校
生
等
（
16
～
18
歳
の
学
生
）

の
医
療
費
（
入
院
・
通
院
・
調
剤
等
）

も
助
成
し
ま
す
。

詳
し
い
制
度
の
内
容
は
、
広
報
さ
ん

む
８
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問　
子
育
て
支
援
課�

☎
(80)
２
６
３
１

産
　
業

農
地
の
違
反
転
用
は
、
絶
対
に
や
め

ま
し
ょ
う

①
優
良
な
農
地
は
、
転
用
許
可
で
き
な

い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

②
転
用
可
能
な
農
地
で
も
、
農
地
法
の

許
可
を
受
け
ず
、
農
地
以
外
の
用
途

で
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
違
反
転

用
に
な
り
ま
す
。

③
農
地
を
埋
め
立
て
る
場
合
も
、
届
出

ま
た
は
、
許
可
が
必
要
で
す
。

④
違
反
転
用
し
た
事
業
者
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
土
地
所
有
者(

地
主)

も

違
反
転
用
に
な
り
、
厳
し
い
措
置
が

と
ら
れ
ま
す
。

【
例
】

こ
の
よ
う
な
場
合
、
正
規
の
手
続
き

を
せ
ず
に
貸
し
て
し
ま
う
と
…
…
。

・
土
地
所
有
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

・
違
反
転
用
し
た
事
業
者
が
行
方
不
明

に
な
る
と
、
産
業
廃
棄
物
等
が
不
法

投
棄
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す

（
そ
の
場
合
は
、
土
地
所
有
者
が
撤

去
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
）。

農
地
転
用
の
計
画
が
あ
る
場
合
は
、

必
ず
事
前
に
農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局　☎

(80)
１
２
４
１

農
地
の
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

最
近
、
荒
廃
し
て
い
る
農
地
が
増
え

て
い
ま
す
。
農
地
を
適
正
に
管
理
し
な

い
と
、
周
辺
農
地
に
迷
惑
を
か
け
た

り
、
病
害
虫
が
発
生
し
た
り
、
不
法
投

棄
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
不
法
投
棄
さ
れ
た
ご
み
等
の

撤
去
費
用
は
、
地
主
の
負
担
に
な
っ
て

し
ま
う
た
め
、
草
刈
り
等
を
し
て
農
地

の
保
全
・
管
理
に
努
め
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

問　
農
業
委
員
会
事
務
局　☎

(80)
１
２
４
１

事�

業
者
「
お
宅
の
畑
を
貸
し
て
、

駐
車
場
に
し
ま
せ
ん
か
？
」

地�

主
「
い
い
で
す
よ
（
地
代
で
儲

か
り
そ
う
…
）」

～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、立
ち
直
り
を

支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～
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